
船舶事故調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１１月３０日 ０８時２０分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市久
く

玉
たま

浦 

 牛深
うしぶか

港大池田
お お いけ だ

防波堤灯台から真方位０４７°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°１２.２′ 東経１３０°０２.２′） 

事故の概要  漁船第十二晴
せい

豊
ほう

丸は、東北東進中、また、プレジャーボート拳志郎
け ん しろ う

Ⅱは、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１２月９日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十二晴豊丸、８.３トン 

   ＫＭ２－３２９９（漁船登録番号）、有限会社島田水産 

Ｂ プレジャーボート 拳志郎Ⅱ、５トン未満（長さ３.２９ｍ） 

   ２８１－３６７７０熊本、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部のハンドレール及びアンカーローラに曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、養殖漁場で給餌作業を行う目

的で、船長Ａが船体後部の操縦区画で立って操船に当たり、約１０～

１１ノットの対地速力とし、養殖 筏
いかだ

を右舷側に見ながら東北東進

中、左舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、ふだん、養殖筏を右舷側に見て航行中、養殖筏に係留し

て釣りをする船舶が多く、船首方から左舷方にかけての広い海域で釣

りをしている船舶を見掛けたことがなかったので、前路に他船はいな

いと思い、養殖筏の固定ロープ等を巻き込まないよう右舷側を注意し

て見ており、船首方のＢ船に気付かなかったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船外機を停止し、船首を南方に

向けて釣りをしながら漂泊中、船長Ｂが、右舷前方約５０～６０ｍに

接近するＡ船を認めたが、これまでと同様に、航行中の他船が漂泊中

のＢ船を避けると思い、漂泊を続けていたところ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、東北東進中、船長Ａが、前路に他船はいないと思い、右舷

側に注意を向けながら航行を続けたことから、船首方のＢ船に気付か

ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 



 Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、接近するＡ船を認めたものの、航行中

のＡ船が漂泊中のＢ船を避けると思い、漂泊を続けたことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に他

船はいないと思い、右舷側に注意を向けながら航行を続け、また、船

長Ｂが、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けると思い、漂泊を続けた

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ふだん、特定の方向に船舶を見掛けたことがなくても、同方向に

船舶がいないと思わず、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 ・漂泊中においても、航行中の他船が避けると思わず、周囲の適切

な見張りを行うこと。 

 


